
イ JIS 及び国際標準化の推進
平成１８年までに、情報アクセシビリティの
JIS（日本工業規格）である JIS X８３４１シリー
ズ「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通
信における機器、ソフトウェア及びサービ
ス」５部門（「共通指針」、「情報処理装置」、
「ウェブコンテンツ」、「電気通信機器」、「事
務機器」）の制定を完了した。
国内の規格開発と並行し、国際的な情報ア
クセシビリティのガイドライン共通化を図る
ため、JIS X８３４１シリーズのうち、「共通指
針」、「情報処理装置」、及び「事務機器」に
ついて、ISO（国際標準化機構）へ提案を行
い、平成２０年までにそれぞれ国際規格が制定
された。
また、国際規格等の動向にあわせ、「共通
指針」及び「ウェブコンテンツ」に関する JIS
について平成２２年に改正が行われたととも
に、JIS X８３４１シリーズとして「アクセシビ
リティ設定」を平成２３年に制定した。
電気通信アクセシビリティについては、
「障害者等電気通信設備アクセシビリティ指
針」（平成１０年１０月郵政省告示）を踏まえ、
電気通信関連団体、障害者・高齢者関係団
体、学識経験者から構成される「情報通信ア
クセス協議会」において、この指針を満たす
電気通信の実現方法、統一仕様等についての
関係業界の自主基準として、１２年に「高齢
者・障害者等に配慮した電気通信アクセシビ
リティガイドライン」が策定され、１６年５月
には第２版が改訂・公表された。同ガイドラ
インをベースとし、電気通信機器のアクセシ
ビリティに関しては、１７年１０月に JIS X
８３４１－４が策定されている。国際標準化に関
しては１６年１１月には ITU-T（国際電気通信
連合の電気通信標準化部門）に対して同ガイ
ドラインをベースにした電気通信アクセシビ
リティガイドラインの策定について日本より
提案を行い、審議を経て、１９年１月に ITU-

Tの勧告として承認された。また、電気通信
機器のアクセシビリティに関する JIS につい
ては、国際規格等の動向にあわせ、２４年に改
正される予定である。

（４）ホームページ等のバリアフリー
化の推進

平成２０年１２月に「各府省情報化統括責任者
（CIO）連絡会議」が改定した「電子政府推
進計画」において、各府省は、高齢者や障害
のある人を含めてすべての人々の利用しやす
さなどに配慮しつつ、引き続きホームページ
などにおける行政情報の電子的提供の充実に
努めることが明記された。
総務省では、高齢者や障害のある人を含む
すべての人が地方公共団体のホームページや
ウェブシステムを利用することができるよ
う、平成１６年１１月から「公共分野におけるア
クセシビリティの確保に関する研究会」を開
催し、１７年１２月に報告書を公表した。同研究
会では、具体的なウェブアクセシビリティ維
持・向上のための運用モデルである「みんな
の公共サイト運用モデル」を策定した。その
後、２２年８月に「ウェブコンテンツ」に関す
る JIS の改正が行われたこと等を受け、２２年
度に本運用モデルの改訂を行った。

２．社会参加を支援する情報通信シ
ステムの開発・普及

（１）電子投票の実施の促進

電子投票とは、電磁的記録式投票機（いわ
ゆる電子投票機）を用いて投票する方法であ
り、開票事務の迅速化に貢献するとともに、
自書を必要としないことから、自書が困難な
選挙人であっても比較的容易に投票すること
が可能である。
我が国における電子投票は、平成１４年２月
より、地方公共団体の議会の議員及び長の選
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JIS X8341-1 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信にお
　ける機器、ソフトウェア及びサービス－第一部：共通指針

JIS　S0023 高齢者配慮設計指針－衣料品
JIS　X8341-2 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機
器、ソフトウェア及びサービス－第二部：情報処理装置

JIS　X8341-3 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機
器、ソフトウェア及びサービス－第三部：ウェブコンテンツ

JIS　X8341-4 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機
器、ソフトウェア及びサービス－第四部：電気通信機器

JIS　X8341-5 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機
器、ソフトウェア及びサービス－第五部：事務機器

JIS　X8341-7 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機
器、ソフトウェア及びサービス－第七部：アクセシビリティ設定

資料：経済産業省

挙において導入することが認められている。
２４年３月現在、電子投票条例を制定している
市町村は７団体である。
総務省としては、電子投票の導入を促進す
るにあたり、電子投票システムの更なる信頼
性向上のための技術的な課題や導入団体の実
施状況等についての調査分析を引き続き行
い、地方公共団体に対する必要な情報の提供
に取り組んでいる。

（２）テレワークの推進

テレワークは ICT（情報通信技術）を活
用した、場所と時間にとらわれない柔軟な働
き方であり、女性、高齢者、障害のある人等
の就業機会の拡大にも寄与するものと期待さ
れている。
政府では、平成２２年５月に「新たな情報通
信技術戦略」を策定し、２０１５年までに在宅型
テレワーカーを７００万人とする目標の実現に
向けて、関係各省が連携して、テレワークの

■図表１―９４ アクセシビリティに関する規格体系
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一層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発
等を推進することとしている。
総務省においては、機器や場所の制約な
く、中小企業等がテレワークを容易に導入で
きるテレワークシステムの検証、テレワーク
による環境負荷低減効果の検証の実施を行っ
てきたが、時間や場所の制約を受けることの
ない柔軟な働き方を可能とするとともに、仕
事と育児・介護の両立、高齢者等の多様な人
材の就業機会の拡大に資するテレワークの本
格的普及を図るため、民間企業に対するテレ
ワークの導入・運営に係る人材支援を通じ、
セキュリティレベル・業務内容等に応じたテ
レワーク優良導入モデルを確立し、その普及
を図ることとしている。

３．情報提供の充実

（１）情報提供に係る研究開発の推進

ア 民間による研究開発に対する支援
総務省では、高齢者や障害のある人向けの
通信・放送サービスの開発を行うための通
信・放送技術の研究開発を行う者に対し、支
援を行っているほか、独立行政法人情報通信
研究機構を通じて、身体に障害のある人のた
めの通信・放送サービスの提供又は開発を行
う者に対する助成、情報提供を実施してい
る。

イ 使いやすい電話機の開発
通信サービスの中でも特に電話は、障害の
ある人にとって日常生活に欠かせない重要な
通信手段となっており、こうした状況を踏ま
え、電気通信事業者においても、音量調節機
能付電話等福祉用電話機器の開発や車いす用
公衆電話ボックスの設置など障害のある人が
円滑に電話を利用できるよう種々の措置を講
じている。

（２）情報提供体制の整備

ア 情報ネットワークの整備
コンピュータ・ネットワークを利用し、新
聞情報等を即時に全国の点字図書館等で点字
データにより受信できる「点字ニュース即時
情報提供事業」を行っている。
また、社会福祉法人日本点字図書館を中心
として運営している「ないーぶネット（点字
データ及び点字・録音図書の目録のオンライ
ン利用システム）」と「びぶりおネット（点
字・録音図書ネットワーク配信システム）」
を、平成２１年度に、新たに視覚障害情報総合
ネットワーク「サピエ」として統合整備し、
より身近に点字・録音図書情報等の提供を
行っている。
障害のある人の社会参加に役立つ各種情報
の収集・提供と、障害のある人の情報交換の
場を提供する「障害者情報ネットワーク（ノー
マネット）」では、視覚障害のある人等から
の情報アクセスを容易にするため、文字情
報、音声情報及び画像情報を統合して同時提
供するマルチメディアシステム化を図るとと
もに、国内外からの障害のある人に関係する
国内外の保健福祉研究情報を収集・蓄積し、
インターネットで提供する「障害保健福祉研
究情報システム」を構築している。
また、後期５か年計画においては、「障害
者の情報へのアクセスに配慮した著作権制度
の在り方について検討を進め、必要に応じて
法整備を行う。」こととされている。これを
受け、文化審議会著作権分科会において当該
課題について検討を行い、平成２１年１月に
は、障害者の情報アクセスを保障するための
措置をすみやかに講じることが適当との報告
書を取りまとめた。同年３月には、この内容
を含む著作権法改正案を取りまとめ、２１年通
常国会に提出し、この改正法は同年６月１２日
に可決・成立し、２２年１月１日から施行され
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